
2026年1月9日（金）ちゃんと 20

千歳市空港開港100年記念

千歳市では、市民生活の支援と地域経済の活性化を目的として、「ちとせ市民応援商品券2026」
を配付します。市内の参加店舗にて、ぜひご利用ください。

令和7年12月1日時点で千歳市の住民基本台帳に
登録されている方

基準日（令和7年12月1日）時点の住所・世帯主あてに
「ゆうパック」でお送りします。

商品券

利用期間

受取方法

問い合わせ先

配達期間

注意事項

利用可能
店 舗

1冊10,000円分の商品券
（500円券×20枚）を、
1人あたり1冊配付します。

令和8年3月17日（火）～7月31日（金）

令和8年1月26日（月）～3月16日（月）

※利用期間を過ぎると商品券は無効になります。必ず利用期間内に
　ご利用ください。

参加店舗として登録されている、千歳市内の飲食店や
小売店など
※参加店舗一覧は、商品券と一緒にお送りします。また、千歳商工会
　議所のホームページでも確認できます。

※封入作業が終わったものから順に発送しています。
地域ごとの発送ではありません。

※令和8年3月17日（火）を過ぎても届かない場合は
　お問い合わせください。

世帯を分けて別住所に送付してほしい

不在で受け取ることができなかった

不在票の保管期限が過ぎた

「不在票」が郵便受けに投函されますので、不在票に記載の保管期限内に、
「自宅等への再配達」または「郵便局窓口」でお受け取りください。

基準日（令和7年12月1 日）以降に引越しする
郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。他の郵便物と同様に、引越し
先へ転送されます。

「DVにより現住所から避難している」、「離婚調停中で別居している」など
の理由により、基準日(令和7年12月1日)時点での世帯ではなく、世帯分
離しての送付を希望する場合は、令和8年1月20日(火)までに問い合
わせ先へご連絡ください。世帯を分けて、希望住所あてに「簡易書留」
で発送します。
なお、令和8年1月21日(水) 以降でも、分離したい世帯の商品券が発送前
であれば対応できる場合がありますので、至急ご相談ください。

●再配達はできません。
●本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）をご持参ください。
●宛名住所と別住所の方が受け取る場合は、委任状が必要です。（委任状の  
   様式は、市役所ホームページに掲載しているほか、窓口でも配布しています。）
●商品券が市役所に返送されるまでに数日かかります。事前に電話等で確認して
　からご来庁ください。

●「転居· 転送サービス」とは、引越しの際などに郵便局に転居届を提出する
　ことで、1年間、旧住所あての郵便物等が新住所に無料で転送されるサー
　ビスのことです。詳しくは、郵便局のホームページ等をご確認ください。
●届け出た転送開始希望日以前に配達された場合は転送されません。

※商品券は現金との引換、譲渡、売買はできません。また、釣り銭の
　お渡しはできません。「他の商品券など換金性のあるもの」や「た
　ばこ」の購入、「税金の支払い」には利用できません。

不在票の保管期限が過ぎた商品券は、令和8年7月31日（金）までの間、市
役所で保管していますので、市役所 本庁舎1階11番窓口（平日8：45～
17：15）にてお受け取りください。
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商品券の配付にあたり、市などが購入代金・手数料の
振り込みやATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払
機）の操作をお願いすることは絶対にありません。

商品券の再発行はいかなる理由があってもできません。紛失には十分ご注意ください。

【この商品券は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。】

対象者

●世帯ごとにお送りします。（例：4人世帯の場合、4冊入ったゆうパック
　が1通届きます。
●ゆうパックは受領印等の省略が可能ですが、本件では確実な受領確
　認のため受領印等が必要です。郵便受けには投函しません。
●同一住所でも、別世帯の場合はゆうパックの封筒が別々になり、配
　達日も異なる場合があります。

千歳市産業振興部商業労働課商業振興係
本庁舎１階11番窓口TEL：0123-24-0598

ちとせ市民応援商品券2026


